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論 説 

租税法と社会保障法 

－ドイツ所得税法における租税憲法論の一端－ 

 

広島大学法学部教授 

手 塚 貴 大  

 

◆SUMMARY◆ 

本稿は、租税法と社会保障法との関係について、ドイツ租税法学の近時の議論の動向に拠

りつつ、ドイツ所得税法における最低生活費の処分不可能性に係る議論の応酬を概観し、そ

の上で最低生活費の範囲を画し、さらには、所得税法上いかなる形態をもって主観的担税力

を斟酌する課税が行われるべきか、基礎控除の設定のあり方、その他の人的控除について検

討した上で、租税政策の形成における憲法論の意義を考察するものである。（平成 26 年 9 月

30 日税務大学校ホームページ掲載） 

（税大ジャーナル編集部） 

 

本内容については、すべて執筆者の個人的見解であり、

税務大学校、国税庁あるいは国税不服審判所等の公式見解

を示すものではありません。 
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一 問題の所在 

 

(一) 所得税法における社会保障政策の要素 

1 所得税法と社会保障政策 

租税政策と社会保障政策との調和の必要性

が言われる(1)。租税政策を規律する租税法に

おいては、特に、所得税を例として言えば、

担税力を正確に斟酌して所得税を課すること

が重要である。担税力を斟酌して課税を行う

ことは、本稿で後に詳しく述べるが、その意

味内容の一つとして、納税義務者が一定の生

活水準を維持するために、自らが稼得した所

得のうち最低生活費に充てられる部分につい

て課税をしないという最低生活費非課税の原

則を持つ(2)。社会保障法について言えば、要

保護者に対して一定の生活水準を維持すべく

給付がなされることになるが、基準となるの

は必要性である(3)。すなわち、かような生活

を営むに必要な給付がなされるのである。以

上を改めて言えば、租税法については、担税

力に適った課税を行うことによって、最低生

活費を非課税とし、社会保障法については、

必要性の原則に基づいて社会保障給付が行わ

れる。 

以上に基づき租税法と社会保障法との関係

について言及される問題意識としては、租税

法における最低生活費非課税の原則について、

社会保障法が規範的意味を持つか否かである。

端的には、最低生活費非課税の原則に言うと

ころの最低生活費について、社会保障給付の

水準をベースに決定されるべきか否かである。

確かに、この点、租税法と社会保障法との間

には共通項がある。ドイツの学説によれば、

それはいわゆる分配正義である(4)。すなわち、

生活遂行に十分な資力が各人の手許に残って

いる必要があり、租税法においては課税を通
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じてそれを国庫に移さないこと、社会保障法

においては必要な資力を給付すること、とい

う作用を通じてそれを実現する必要がある。

特に、租税法においては担税力に適った課税

がそれを実現するのであり、一定額に満たな

い金額は担税力を持たないものとして、課税

から除外する必要が生じる。 

2 所得税の基礎理論 

―純所得課税の原則①― 

以上に述べたことは所得税法において問題

となる。個人の担税力を正確に把握した上で

所得課税は行われるべきであるが、ここで議

論すべきは担税力という所得税法を論ずる上

での最も重要な基礎概念である。担税力に

適った課税を論ずる上では純所得課税の原則

が重要である(5)。例えば、所得は納税義務者

が自ら経済活動を通じて得た付加価値である

けれども、それは端的には収入金額から必要

経費を控除した残額でもって表される。これ

は純資産増加説又は市場所得説を通じても同

様に妥当することである。すなわち、収入金

額を得るのに要した費用は控除することに

よって、付加価値に相当する部分にのみ課税

が及ぶべきことになる。これはまさに客観的

純所得課税原則であり(6)、これについては所

得税の範型を規定するという言われ方すらも

され、所得税法における課税所得計算のいわ

ば本質的構成要素・作業である。しかし、主

観的純所得課税原則にも言及されるのであ

り(7)、これは、個人の私的な支出も担税力を

減殺させる要因であることを前提に、一定の

私的支出も課税所得計算の際の控除項目とし

て観念することを要請する。しかし、所得は

経済活動の結果生み出されるものであるから、

本来はそうした経済活動とは関係のない私的

支出は消費として性質決定されるべきもので

あり、控除項目の明確な限界付けは実は難し

いものでありうる。もっとも、後に見るよう

に、私的支出であっても控除が義務的である

と考えられるものもある(8)。とはいえ、その

控除の根拠としては、何らかの政策的配慮（例、

社会政策）に基づくとされるものもある(9)。

そこで直後にも触れるが、こうした主観的純

所得課税原則をも援用した所得税に係る租税

政策について、規範的言明を提供することが

できる基準を探す必要があるが、これについ

て、本稿は憲法を選択することとしたい。 

3 租税憲法論の一端 

―純所得課税の原則②― 

ここで前叙の純所得課税原則について、敷

衍しておく。前叙のごとく、本稿は憲法が持

つ租税法における意義を中心に検討を行うも

のであるが、所得税法において、純所得課税

の原則、特にここでは主観的純所得課税の原

則がいかなる意義を持つか、とりわけ租税政

策の形成について、いかなる、どの程度の規

範的意義を持つものであるのか、について検

討を試みる。 

ドイツにおいては、次のように言われる。

まず憲法上の原則である平等原則があり、そ

こから応能負担原則、つまり担税力原則が導

出される。そこから具体化作業を経て、客観

的純所得課税の原則及び主観的純所得課税の

原則が導出される、と(10)。したがって、主観

的純所得課税の原則そのものは憲法上の原則

ではないが、平等原則にその根拠を持つもの

であり、その意味で租税政策について拘束的

意義を持つものである。さらに、別の学説（例、

57 次ドイツ法曹大会）も、「稼得所得のうち

納税義務者が処分可能な部分のみ所得税が課

される。それゆえ、自己の生存最低限及び家

族構成員に係る不可避な費用は課税から除外

されねばならない。その後に計算された課税

所得にのみ税率は適用される。租税を減じる

控除について生じる（税負担・筆者注）減少

効果は租税特別措置ではなく、税負担の発生

をもたらす流入があったときの累進効果の体

系に必然的な裏側である」(11)とするのである。

以上の学説を併せ見れば、主観的純所得課税

原則の意味するものは、一定の私的な支出は
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納税義務者の担税力の減殺要因を構成するの

であり、加えて、憲法上の原則からその拘束的

根拠が導かれる、ということが分かろう。 

次に、裁判所の立場を見ておこう。連邦憲

法裁判所は次のように判断する。1976 年 11

月 23 日決定は、「所得稼得の外側にあり、そ

して納税義務者にとって回避不能であるそう

した支出は、所得税法上斟酌されねばならな

い。・・・基本法の平等原則及びそこから導出

される租税正義の原則は立法者に構築の自由

を与える。それは、その際、専ら社会政策の

観点にリードされる。」(12)とする。1990 年 5

月 29 日決定は、「家族の所得が、人間の生存

に係る最低限の条件を保障するために利用さ

れる限りにおいて、それは―家族の社会的状

況に関わりなく―処分不可能である。・・・担

税力の減少は憲法で必要とされる範囲におい

て課税標準からの費用控除を通じて斟酌され

ねばならないから、累進税率を伴う所得税シ

ステムにおける負担軽減は同様に累進的に作

用する。」(13)とする。以上の若干の例を見て

も、私的支出の控除必要性に言及されている

が、注意すべきは、1976 年決定においては、

立法者の構築の自由にも同時に言及されてい

ることである。すなわち、私的支出の所得税

法上の斟酌の範囲は必ずしも一義的に決定さ

れているわけではないこと、さらには、複数

の動機でもって私的支出の斟酌可能性は支え

られていることである。この点、さらに触れ

るべきは、2002 年 12 月 4 日決定であり、「生

存最低限を超える、その他の不可避または強

制的な私的費用が課税標準の計測上どの程度

所得を減じるべく斟酌されねばならないか、

は憲法裁判所によって従前完結的には明らか

にされていない」(14)とする。これは、1976

年決定の判示と接合可能であり、すなわち、

同じく主観的担税力の減殺事由は一概には明

らかではなく、立法者による租税政策の形成

作業に際して、それを適切に決定する作業、

換言すれば、具体化の作業が必要になってく

るということを意味するものと解される。ま

た、1990 年決定においては、処分不可能性に

言及されている点に差し当たり着目すべきで

ある。これは、一定の私的支出はその基にな

る所得を稼得した納税義務者の自由意思を

もって処分することはできないので、それゆ

え、課税から除外されるべきであるというこ

とを意味する。 

 

(二) 本稿における検討の視角 

以上のような議論の動向に鑑み、そうした

ドイツ租税法学の近時の議論の動向に拠りつ

つ、本稿は以下の事項を検討課題とする。 

ドイツにおける議論によれば、生存最低限

をカバーする最低生活費に該当する支出につ

いては処分不可能であるということになるが、

所得税法における最低生活費の意義を明らか

にすることにより、処分不可能であるとされ

る範囲が明らかになる。ところが、本稿で見

るように、そうした処分不可能性については、

補完性原則を援用することを通じて租税理論

の観点から批判があり、かような議論の応酬

について概観する。その上で、最低生活費の

範囲を画し、さらには所得税法上いかなる形

態をもって主観的担税力を斟酌する課税が行

われるべきかについても検討する。その際の

思考手法として処分不可能性ではなく、補完

性原則を援用する。加えて、基礎控除の設定

のあり方、その他の人的控除についての議論

を概観、検討する。以上を経た上で、改めて、

租税政策の形成における憲法論の意義を、本

稿で扱った素材を基に、検討することとした。

その際には、基本権の解釈論が鍵となろう。 

なお、本稿は、租税法と社会保障法との関

係について漸次考察を深めていくための準備

作業の意味を持つ。したがって、本稿の検討

を基礎に、個別論点については別稿で検討し

ていきたいと考える。 
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二 生存最低限（Exsistenzminimum）の意義 

 

(一) 主観的担税力の意義 

1 処分不可能性―必要不可欠な私的支出― 

主観的担税力(subjektive Leistungsfähigkeit)

は個人の私的支出のうち担税力を減殺させる

ものを課税の対象から除外した後の残余の担

税力を指すと解してよい。所得税法において

は、こうした斟酌は課税所得からそれを控除

することを通じて行われる。これが主観的担

税力を斟酌するための所得控除である。これ

がなければ、担税力を構成しない部分にも課

税が及ぶ。したがって、そうした部分は前叙

の手法をもって非課税とされなければならな

い。これが主観的純所得課税の原則の要請で

ある。 

ここで主観的担税力を論ずる上で重要な鍵

概 念 を 示 す 。 そ れ は 、“ 処 分 不 可 能

（indisponibel）”である（以下では、処分不

可能性、処分不可能性のドグマ等の呼称を用

いることがある）。これは、必要やむを得ざる、

強制的・義務的支出については、担税力の減

殺要因であると構成し、それを所得控除の対

象とするための理論構成である。それは、す

なわち、私的生活を遂行するために必要不可

欠な支出であって、個人の担税力を構成しな

いものである。この点、例えば、Wagner は、

「・・・個人の担税力は 2 種のモーメントに

ある。それは、現物資産（Sachgüter）の取

得と保有、そして、こうした資産を義務的に

自己または他人の欲求充足のために利用する

ことである」(15)と述べるのである。上記の引

用文のうち、後段部分を見てみると、稼得所

得のうち“義務的に”私的利用のために支出

を行うべき部分があるという。ここにも稼得

所得のうち、一定の私的支出に充てられるが

ゆえに担税力を構成しない部分があるという

ことが租税理論の学説上も承認されているこ

とが分かる。また、特に、担税力を構成しな

い私的支出の限界付けを行う上で重要である

と思われるのは、先の引用文からすれば、当

該支出が強制的であるということであろう。

換言すれば、そうした支出は生活遂行を行う

上で必要不可欠のものであるということであ

ろう。 

2 課税標準の二段階構造 

―処分不可能性に対する反駁への到達― 

さて、以上のように課税所得計算上考慮す

べき私的支出があることは検討されたわけで

あるが、それを敷衍するならば、ドイツにお

いては“課税標準の二段階構造”(16)という言

われ方がする。すなわち、この構造において

は、稼得所得からさらに私的支出を控除した

残額を課税所得とするのである。具体的には、

一段階目の稼得所得、二段階目の私的支出を

控除した残額の課税所得という理解がそれで

ある。また、そうではなく、特に経済学者にお

いては支持が散見されるが、唯一の担税力の指

標としての稼得所得(Erwerbseinkommen)を

観念する一段階構造の課税標準という理解の

仕方もある(17)。ここで二段階の課税標準に立

ち返ってみると、次に問題となるのは、所得

控除の対象となる私的支出である。これにつ

いては後に改めて述べるが、例えば、基礎控

除、医療費控除（ドイツ所得税法 33 条。臨時・

特殊負担(außergewöhnliche Belastung)）、

扶養控除・子女控除（Kinderfreibetrag）、各

種保険料控除等がそこに含まれるとされるの

である（後述三(三)）。 

ところが、こうした支出について処分不可

能であるとする議論であるが、近時ではやや

理論的反駁にさらされている。では、ドイツ

で触れられるところの、そうした処分不可能

性のドグマに対する批判について以下で私見

による敷衍も含めて若干見ることとしたい。

一に、なぜ、高所得者が、強制的支出を控除

した後、租税債務を支払うための担税力を欠

いていると言えるのか？(18)、である。これは、

高所得者については人的控除の適用がなくて

も、課税後に十分な資力が残ることが多いで
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あろうから、そうした残余の資力からでも十

分に必要的な私的支出を行うことが可能であ

るという認識をベースとしているのであろう。

これによれば、所得控除について高所得者に

有利であるという問題点を回避することもで

きるかもしれない。二に、様々な担税力の調

整方法の比較ができない(19)、というものがあ

る。これは、後にも繰り返すが、主観的担税

力を課税所得計算上斟酌する方法として、処

分不可能性のドグマに拠れば、そうした支出

は強制的・義務的であるため、それを課税所

得計算上除外する必要が認識されるので、そ

うした“除外”という作業への着目を通じて、

性質上所得控除が唯一の政策手段であること

になりかねず、他の政策手段が租税政策の俎

上に乗ることがないという帰結を導きうるこ

とになる。三に、租税システム・財政システ

ムの統合的理解ができない(20)、というもので

ある。これによれば、処分不可能と性質決定

可能である私的支出を所得控除の対象とする

と仮定し、かつ、当該控除額の決定作業を支

出の義務性・強制性のみに着目し決定するな

らば、それに伴い生じうる税収喪失及び財政

への影響は租税政策の形成の局面からは放擲

されたままになろう。四に、上記に関連して、

処分不可能性は 19 世紀の社会保障システム

が不十分であった時代に形成された理論であ

るともされるのである(21)。これは、批判の第

一点とも関係しうるが、要するに、社会保障

システムが不十分であれば、自己の稼得所得

が生活遂行のまさに第一次的手段であるため、

必要的な私的支出は課税所得計算上十二分に

斟酌されねばならないという結論に行き着く。

ところが、社会保障システムの発達した今日、

自己の稼得所得外の生活遂行手段の獲得の可

能性という選択肢も増えているため、処分不

可能性に基づき私的支出を課税所得計算上斟

酌する必要性は当該ドグマの形成時ほどには

ない、ということになろうか。 

以上の批判には聞くべきところもあるかも

しれない。これに関連して、私見によれば、

差し当たり、次の点を指摘できると思われる。

それは、端的に言えば、処分不可能性のドグ

マに係る、租税政策の形成に対して当該概念

が持つ硬性性である。すなわち、処分不可能

性から所得控除の他の政策手段が導かれな

かったり、税収確保の視点が放擲されたりす

るならば、租税政策論上の基礎概念としては

あまりに硬く、その結果実践性を欠いている

と言わざるを得ないかもしれない。こうした

批判も踏まえて、ドイツ租税法学においては、

直後の(二)で検討するような補完性原則に基

づく租税法と社会保障法との調整が提唱され

ているのである。 

なお、前叙の批判の第一点に着目するなら

ば、それによると、課税後も十分な資力が納

税義務者に残っていれば、主観的担税力に配

慮した所得課税が行われうるとも考えられる

が、しかし生存最低限に必要な支出はそもそ

も所得額の多寡に関係なく必要なものであり、

それが担税力の減殺要因であることはあらゆ

る納税義務者にとって共通であると考えられ

る。但し、財政政策の側面をも併せ考慮に入

れれば、高所得者について私的支出の控除額

の限定という租税政策はありうると考えるべ

きであって、それゆえ批判の第一点の意義は

むしろ批判の第三点における租税システムの

構築に際して財政システムとの統合を意識す

べきであるという言明に繋がっていくと見る

べきであるかもしれない。性質上このことは

所得税法における主観的担税力の考慮方法の

多様性という批判の第二点にも関係する。 

 

(二) 補完性原則の意義 

1 保護原則及び介入禁止原則 

補完性原則（Subsidaritätsprinzip）は、

ドイツ公法学においてはしばしば散見される

国家と私人との間の法関係に係る重要な基礎

概念である。租税法学における意義としては、

およそ次の 2 つの意味内容を有する。一に、
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保護原則であり、端的には、少数の要保護者

を保護することを意味する。換言すれば、基

本法の想定する人間像としては、私人は自助

を通じて必要な所得を得る(22)ということが

ある。これは実定法の根拠を参照すると具体

的に明確化する。それは、“社会保障給付の劣

後性（Nachrang der Sozilahilfe）（ドイツ社

会法典第 7 章 2 条）”であって、私人は第一

次的には自助たる経済活動を通じて、生活に

必要な経済的原資を獲得し、それができない

場合に第二次的に国家から給付がなされると

いうものである(23)。 

二に、介入禁止原則である。これは、保護

する必要がない、自助を通じて生活遂行可能

な者には給付がなされないことを意味するの

であって、保護原則の意味内容と極めて密接

に関係しているが、私人が自助を通じて生存

最低限の所得を稼得できるのであれば、給付

は行われない、ということである(24)。この介

入禁止原則の意味するところは、さらに重要

な意味内容に進んで、いわゆる“課税・給付

（Hin- und Herzahlen）”の防止(25)に行き着

く。この課税・給付の関係は、以下のような

ものである。すなわち、ある納税義務者に課

税がなされ、その結果国家からの給付が必要

になった場合に、給付を行うと、それは国家

の活動としては本来行われる必要のない活動

が行われたことになり、国家活動の非効率性

が生み出される。これは特に課税という侵害

的国家活動を伴うものであるため、補完性原

則及びその背後にあると思われる比例原則に

照らせば、許されないものであろう。加えて

こうした国家活動は結局行政の肥大化に行き

着く。このように見てくると、介入禁止原則

も補完性原則の意味内容として観念すべきも

のであることが理解できよう。 

以上の補完性原則に係る2つの意味内容から、

ドイツの学説は次のような鍵概念に到達する。

いわゆる租税法と社会保障法との機能的一

致・整合性(funktionake Korrespondenz)(26)

であって、これは主観的純所得課税の原則の

実現との接合可能性(27)を意味する。すなわち、

課税を行う場合には、納税義務者の自助を通

じて得られた最低生活費に相当する所得には

課税を行わず、それを得られない場合にはじ

めて国家による給付が行われる、ということ

である。 

2 所得の機能からの示唆 

なお、こうした租税法と社会保障法との間

の機能的一致・整合性という帰結は、ドイツ

の学説によれば、所得に認められる諸機能を

認識・識別することを通じても行われうる。

それによれば、所得の機能としては、最低生

活費の獲得、私的利用、社会的安定化（soziale 

Absicherung）が識別できるのであり(28)、こ

れらは課税の局面において斟酌すべきものと

されているのである(29)。それを前提に考えれ

ば、獲得された最低生活費に相当する部分は

課税から除外することが求められよう。 

 

(三) 小括 

ここでは、所得の持つ諸機能という議論も

参照しつつ、補完性原則の意味内容を検討し

たわけであるが、そこから租税法と社会保障

法との機能的一致・整合性という鍵概念を確

認することができた。これは果たして処分不

可能性に対する理論的に十二分なアンチテー

ゼになりうるものであろうか。この詳細につ

いては四でも触れることとなるが、ここでは

特に、処分不可能性に対して向けられた批判

のうち、第四点に着目することとしたい。す

なわち、租税システムの構築の際の社会保障

システムへの着目であり、これは両者の調整

作業を行うべきことを論証する視点であって、

それが前叙の両者の機能的一致・整合性に行

き着くことになるのである。 

次に、続く三では、租税法及び社会保障法

の機能的一致・整合性を念頭に置きつつ、補

完性原則の適用を前提に所得税の制度設計を

行う際に、いかなる具体像が描かれるのかを
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検討することとしたい。 

 

三 非課税枠の設定、私的支出の控除、 

そして具体像 

 

(一) 生存最低限の設定 

―設例としての基礎控除・概算化― 

ここで補完性原則を前提に、生存最低限の

設定を検討するが、ここでは租税法と社会保

障法との関係を念頭に置くと、その問題は概

算性（租税法）と個別性（社会保障法）との

調整という枠組みで議論することができ

る(30)。すなわち、租税法及び社会保障法に係

る特徴に着目するとすれば、前者は、税務執

行の考慮から法律上規定される租税属性は概

算的に設定されること等に見られるものであ

り、後者は、保護の必要性あるいは給付の必

要性は、個々の私人の事情に応じて決定され

ること等に見出されるのである。とするなら

ば、上記のような両者の法領域に係る基本的

属性は異質のものであり、両者の機能的一

致・整合性の確保は端的には困難な作業であ

ることになりうる。この点、ドイツにおいて

は、生存最低限の設定に係る概算化あるいは

類型化（Typisierung）は本来的に許される

ものであるのか否かという問題意識が現れて

いるのである(31)。 

ここで、連邦憲法裁判所の立場を見ておこ

う。曰く「そうした類型化の枠組みにおいて、

勿論、生存最低限はできるだけ多くのケース

において生存最低限の必要性が充足され、つ

まり納税義務者がその所得に対する課税によ

り生存最低限の必要性を国家給付を利用する

ことによって充足する必要がないように計測

されねばならない」(32)と。この言明によれば、

生存最低限を所得課税において斟酌する政策

手段として、一定の概算額を設定した上での

所得控除は許されることになるが、しかし、

できるだけ多くの納税義務者がそれにより自

己の生存最低限に課税が及ばないような状況

の創出が求められる。確かに生存最低限の設

定は社会保障法の視点から見ると正確性が必

要であるが、しかし税務執行という租税法の

視点からすると、一定の概算化・類型化が必

要であると考えられる。これが、ドイツ租税

法学でいうところの簡素化目的規範の構築で

ある。 

しかし、例えば、基礎控除を設例として考

えてみると、学説の指摘するところによれば、

なお概算化を克服して個別事情の考慮の可能

性に言及されることがある。それは、地域的

差別化の必要性である。これは、納税義務者

が借家に居住する場合に、賃借料の違いに現

れるのである。端的に見れば、これによると、

賃借料の多寡を基準として居住地により基礎

控除額に違いを設けることが求められよう。

但し、これについてはなお税務執行の観点か

らの批判が考えられよう。さらに、学説上次

のような Hackmann 教授の批判がなされて

いる(33)。その内容とはおよそ①担税力の指標

を所得のみでなく、時価評価した資産も含め

る課税を行い、②賃料の高い地域に低所得者

が居住すれば、引っ越しで対応可能であるた

め、そうした考慮は必要ないということであ

る。このHackmann教授の議論については、

別の学説から反駁があり、①についてはそう

した課税のあり方は、いわゆる標準収益

（Soll-ertrag）による課税に繋がりかねない

(34)、②については、基本法 11 条 2 項(消極的

居住の自由。つまりは特定の場所に居住し続

ける権利)に違反するというのである(35)。以上

の批判には聞くべきところがあろう。特に、

①に対する批判については、そうした課税が

金銭的価値の具体的流入を伴わない課税に行

き着くことにもなるのであり、また制度設計

が所得課税の枠内におさまらないものでもあ

る。とはいえ、基礎控除に係る地域的差別化

については差し当たり対応がなされないとい

うことになろう。 

もっとも、賃借料の問題については、何ら
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かの対応が不可能ではない。先ほどの連邦憲

法裁判所の言明によれば、基礎控除が社会保

障法上の平均的な生存最低限に係る金額に満

たない場合には、賃料が高い地域では、納税

義務者に対してその生存最低限に係る必要性

に租税法上十分に配慮できない(36)というこ

と に な り か ね な い た め 、 住 居 給 付

（Wohngeld）の実施が考えられる(37)。この

ように、課税と給付とを組み合わせて担税力

の斟酌を行うこともありえよう。 

 

(二) 生存最低限の水準 

―制度設計の合理性― 

次に、先ほどの連邦憲法裁判所の立場及び

検討も踏まえて、生存最低限の水準の決定に

ついて議論を行う。この点、学説においては、

租税法上の生存最低限の水準は（憲法上の）

社会保障給付の水準と等しく(38)、社会保障給

付の水準より高く、その受給者と比較して自

律して所得を稼得する者がより良い立場に置

かれるべき(39)であるという指摘がある。これ

はいわゆる距離原則（Abstandsgebot）の言

明(40)を指すとも解しうる。すなわち、距離原

則によれば、課税後に最低生活費が納税義務

者のもとに残る必要があり、さらに進めて、

最低生活費（EM）に満たない所得（EE）の

みしか稼得していない場合には、その差額

（SH）を給付（EM＝EE＋SH）することを

通じて、いずれにせよ課税後に生存最低限の

所得が残っていなければならないことになる

のである(41)。特に、ここで関係があるのは課

税後の最低生活費の確保の問題であろう。こ

れを実現するためには、生存最低限が社会保

障給付の水準と同一であってはならず、それ

よりも高額でなければならない。これはいわ

ば“社会保障給付＋X”と表現されるわけで

あって(42)、社会保障給付の額に一定額（X）

が加算される必要があるわけである。 

次に、連邦憲法裁判所の立場であるが、曰

く「・・・国家は市民の所得を、自身及びそ

の家族の生存最低限に係る最低条件を作り出

すために必要である限りにおいて、非課税と

しなければならない。・・・自己配慮が国家に

よる配慮に優先するという補完性の基本的思

考は、所得税法上の基準となる生存最低限の

計測が、社会保障法上の給付水準を基礎とす

ることに適合する」(43)と。これによれば、生

存最低限の非課税という要請と並んで、生存

最低限の金額が社会保障給付の水準を基準と

して決定されるべきことが述べられる。特に

前段について異論はなかろうが、後段につい

ては学説が言うところの“社会保障給付＋X”

を要請するのか否か必ずしも明確ではない。

しかし性質上排除しないとも理解しうるわけ

である。 

また、ドイツにおいては生存最低限報告書

（Exsistenzminimumbericht）が公表されて

おり、これに基づき例えば基礎控除の額は決

定されているようである(44)。 

なお、基礎控除の設定については、それ自

体が高所得者に有利(45)であるとされている

のであり、中位値（Mittelwert）を採るべき

ではないか、という議論がある(46)。これは、

端的には、生存最低限に必要な基礎控除額の

設定を行うことを通じて、それが概算的であ

りながらも、できるだけ多くの者の最低生活

費をカバーする金額のそれとすることを企図

するものであろう。この考え方の当否の検討

は別途行いたいと考えるが、ここでは、少な

くとも、基礎控除に係る前叙の批判を回避す

べく、それを高額にすることを避けつつ、で

きるだけ多くの者の生存最低限をカバーする

基礎控除額とすることを通じて、制度の合理

化を図ろうとするものであろうと言うことが

できる。 

 

(三) 人的控除 

―家族税制も視野に入れて― 

1 生存最低限について 

ここで生存最低限に係る所得税法上の制度
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について大まかに概観する（Fn.16 における

Hey, §8 Rz.83ff.等による。また夫婦合算課

税を選択しないケース）。基礎控除（32a 条 1

項 1 号）は、8004 ユーロである。（将来配慮

（Vorsorgeaufwendungen）のための）特別

支出（Sonderausgaben。10 条 1 項 2 号、3

号 a、b、同 3a 号）については、2 号の公的

年 金 保 険 等 控 除 が あ り 、 3 号 a、 b 

の 公 的 疾 病 保 険 （ Kranken- und 

Pflegeversicherungen）、同 3a 号のその他の

疾病保険、失業等保険（Versicherungen 

gegen Arbeitslosigkeit, zu Erwerbs- und 

Berufsunfähigkeitsversicherungen）、生命等

保険(Unfall- und Haftpflichtversicherungen 

sowie zu Risikoversicherungen）については、

合計 2800 ユーロまでの控除が認められる。

なお、特別支出の控除可能性に係る一定の限

定については、連邦憲法裁判所は、「・・・生

存最低限を定量化する比較レベルとして社会

保障法上保障される給付水準を厳格にベース

としなければならない。・・・社会保険に係る

法は原則として社会保障の水準を超える生活

水準の確保を目指す。社会保険と社会保障と

の間にもその限りで補完関係が存在す

る。・・・納税義務者は“強制性”の視点のも

とで義務的社会保険の拠出額まで課税標準か

ら常に控除することができなければならない

ということは一般的には導出できない」(47)

としている。 

その他には、子女控除（32 条 6 項）として、

2184 ユーロ（物的生存最低限）及び 1320 ユ

ーロ（面倒・教育の必要分）の控除が認めら

れる。扶養控除（33a 条）は最大 8004 ユー

ロ（被扶養者が自己の所得を得ている際には、

それが 624 ユーロ超であるときに、当該所得

に相当する額が8004ユーロから控除される）

であり、自己教育投資控除（10 条 1 項 7 号）

が、6000 ユーロまで、子女教育控除（33a 条

2 項）が 924 ユーロの控除を認められる。ま

た、臨時・特殊負担（33 条）の控除もある。 

2 家族税制―家族給付調整のメカニズムと

問題点― 

ドイツにおける家族税制には複雑な点があ

る。それが子女控除と並行して適用されうる

家族給付調整（Familienleistungsausgleich）

の制度である。その概要は以下のようになっ

ている。それが子女手当であり、1 か月につ

き、一人目、二人目の子女には 184 ユーロ、

3 人目には 190 ユーロ、4 人目以降には 215

ユーロが給付されるのであるが、その実態は

租税の還付（31 条 3 文）であって、納税義務

者に対する所得課税後に、前叙の額が還付さ

れるのである。その結果、子女の生存最低限

に必要な所得が租税の還付として納税義務者

の手許に残ることになる。但し、次の点には

注意が必要であり、すなわち、もし子女手当

がそれに満たない場合には子女控除の適用が

ある（32 条 6 項）のであって、さらに、もし、

子女手当が子女の生存最低限に必要な所得に

係る税負担を超えたら、当該額は補助金

（Subvention）になる(48)と言われるのである。

以上を要するに、この家族給付調整の制度は

前叙のごとく複雑であり、さらには子女手当

の適用がある場合に、それが一定の場合に補

助金化する可能性がある。以上のような制度

に基づいて子女手当の性格については、租税

の還付であることは形式上分かろうことに加

えて、違憲の租税の払戻しではないか(49)とい

う指摘もある。すなわち、この批判の核心は、

ここで国家が課税を行って、一度は国庫に所

得を収納するわけであるが、それを改めて還

付することになるので、課税をすることの独

自の意味は見出しえないかもしれず、ここで

は課税という国家作用は結局不要になるとい

うことであろう。 

ここで、ドイツにおいては、家族税制と基

本法 6 条との関係も言及されるところであ

り(50)、税負担の平等と同時に家族が国家によ

る課税から保護されるべきであるという自由

権（防御権）の適用にも言及される。したがっ
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て、何らかの家族を構成する納税義務者に係

るそれに起因して生じる担税力の減殺は所得

税法上も斟酌されねばならず、それをもって

かような担税力の減殺の調整が行われる必要

がある。この点、子女控除及び子女手当

（Kindergeld）の適用があるわけである。こ

こで特に子女手当については、既に説明した

メカニズムによれば、控除及び（補助金とい

う形態を採る）租税特別措置の両方の性格を

有し、機能するのであるけれども、問題は後

者の租税特別措置としての性格については所

得税法における異質物(51)であり、前叙の担税

力の“調整”という性質を失うことになる。

しかも、学説の指摘によると、こうした子女

控除と子女手当との選択制は、子女手当の租

税特別措置化の余地があるがゆえに、稼得所

得と国家の給付とを同価値と考えることにな

るのではないか(52)ともされるのである。これ

は、当該学説が明示的に述べるわけではない

けれども、本稿で検討した補完性原則との関

係で問題を生じさせうるものであるかもしれ

ない。その他にも、子女手当の給付は、構造

上所得控除を通じた自律的個人の実現よりも、

社会保障給付を優先させることになるという

批判もある(53)。 

そこで、学説の指摘では、家族給付調整の

改革論として、それを子女控除へ一本化する

途、そして子女手当へ一本化する途が検討対

象とされているのである。まず、子女控除へ

の一本化については、それが所得控除の形態

を採る点で高所得者に有利に作用することに

なる(54)。その際、所得の上昇とともに子女控

除が減額されるという制度を仕組みつつ、対

応することもありうる(55)。次に、仮に、所得

控除に認められるかような欠点に着目する場

合には、子女手当への一本化の途に着目がな

されることになるが、仮に、あらゆる納税義

務者について一律に同一額の給付が行われる

とするならば、前叙のごとく子女手当は性質

上所得控除として機能しうるので、逆進性の

解消はできず(56)、さらには最高所得税率の適

用対象たる高所得者に不利となるおそれが生

じることになりうる(57)。したがって、同一額

での子女手当はありえないことになる。そこ

で、子女手当への一本化に係る第二の途とし

て、累進的子女手当の提案があり、これは所

得上昇とともに子女手当が増額していくとい

うものである(58)。これにより、透明性の確保

が実現しうるとされる(59)。また、そもそも課

税・給付の関係（Hin- und Herzahlen）の発

生という問題もあるのである(60)。 

次に、子女控除に係るその他の問題に触れ

ることとする。議論の対象は子女控除の金額

である。この点、かつて連邦憲法裁判所は子

女控除の金額について、次のように述べてい

た。曰く「子女の生存最低限は、必要性によっ

て計測すべきであり、実際に要した費用によ

るべきではない。・・・両親の担税力は、・・・

子女の世話の必要性によっても減少する」(61)

と。これを受けて、1999 年 1 月 22 日家族支

援法において、子女控除については 2002 年

以降世話控除（Betreuungsfreibetrag）の要

素も付加された。その結果、4368 ユーロ（基

礎控除相当額）及び 2640 ユーロ（世話控除

等相当額）の合計 7008 ユーロの子女控除が

適用されることとなった。 

これに対しては、学説上次のような批判が

ある(62)。それは、①子女が自己の所得があれ

ば、本人の基礎控除（8004 ユーロ）と併せて、

15012 ユーロが合計控除されることになるが、

本来所得概念論によれば、課税所得は金銭量

により計測すべきであるが、金銭を伴わない

世話・養育のための給付に係る費用をも控除

することは租税理論の観点から問題ではない

か、という点である。批判は続けて、子女控

除にこうした措置が適用されるのであれば、

老人の世話の費用をも控除すべきではないか、

という点に及ぶ。そして、②連邦憲法裁判所

は家族秩序に中立的でなければならないので

はないか、という点である。批判の①につい
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て見ると、私見によれば、結局は概算控除額

の計測根拠として実際に要する費用に近似す

る額ではなく、必要性に基づいて計測した額

を採用していることから生じるであろう子女

控除の額に係る過剰性に着目したものである

と理解できよう。また、老人の世話費用に係

る控除の必要性については、やはり子女に係

る過剰控除に着目した批判であろう。同様に

②についても、おそらくは①と同様に過剰控

除となることによる子女がいる家庭に係る優

遇税制として子女控除を性質決定するもので

あろう。とするならば、これは子女控除の過

剰性に係る批判に帰着する。以上を踏まえる

ならば、前叙の所得概念論に係る議論に立ち

返っても、課税所得計算の際には費用控除は

実額であることが原則であるため、ここで見

たような批判的見解は首肯できるものである。

そして、租税立法者の継続的営為を通じて適

正な控除額の設定が図られるべきものである。 

 

(四) 小括 

以上に検討したところから、租税法と社会

保障法との調整には難題があることが分かる。

すなわち、両者の調整には単純な一致ではな

く、生存最低限が社会保障給付を上回る必要

があること、もっとも、制度設計上の問題は

それに尽きるわけではなく、例えば、基礎控

除については概算化構造を持たせるのみでは

不十分で、地域的差別化の必要性も指摘され

ていること、には注意が必要である。とはい

え、租税制度の機能性を持たせるためには、

簡素化目的規範としての制度設計も必要で

あって、この局面のみを観察しても、租税制

度の設計は現実的には一元的基準の当てはめ

という単純なものではないことは改めて明ら

かとなったと思われる。 

本稿での検討素材については、税負担に係

る平等原則が実現されるべきことは当然であ

るが、それに加えて、特に家族税制について

自由権の斟酌が制度設計上重要な基準となっ

ていることが分かろう。すなわち、家族税制

のもとでは、基本法 6 条の援用のもと議論が

展開されているけれども、所得概念論をも視

野に入れた前叙の批判にもあったように、そ

の意義は家族税制の設計に際して国家は中立

的であるべきこと、に求められるように思わ

れる。すなわち、基本法 6 条の性質として防

御権としてのそれが観念されており、そのこ

とは換言すれば、国家による過剰介入禁止を

意味するのであって、国家による家族に対す

る過剰な保護・援助を読み取ることはできな

いと見るべきであろう。それが先の学説によ

る批判に行き着いているものと理解できるか

もしれない。その他にも、ここでの検討では

明確に触れなかったが、社会国家原則も性質

上重要な基準として観念すべきであろう。 

そして、憲法における租税政策への指示を

いかにして読み取るか、という問題を、次の

四で検討することとしたい。 

 

四 結語 

それでは、以下に、租税政策の形成におけ

る憲法が、本稿で検討した素材において、い

かなる意義を持ちうるかを検討する。 

 

(一) 租税政策の形成と憲法 

租税政策の形成と憲法という視点において、

ドイツで展開されている議論の特徴としては、

基本権の援用が挙げられる。まず、基本法 1

条 1 項においては、人間の尊厳が規定されて

いるわけであるが、これは基本法における最

高の価値(63)と言えるであろう。これを前提に

議論するならば、租税法の制度設計において

も、こうした憲法価値の実現が重要な要素と

して考慮されねばならない。 

とするならば、かような憲法価値を考慮し

た租税制度はいかなる具体的形態を採るので

あろうか。ここで着目すべきは、鍵概念とし

ての“必要性指向（Bedarfsorientierung）”(64)

である。これは、端的には、人的控除を認め
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るべき私的支出は、基本権にあらわされる憲

法価値を実現する程度に、それが認められね

ばならない、という帰結を導くのである(65)。

この視点に基づけば、人的控除を認めるべき

私的支出の性質及び程度が明らかになるとい

うこと、さらには現行法における必要性との

不整合性も明らかになってくることになる。

例えば、ドイツの議論によれば、“所得税法は

控除を費用（Aufwand）に結び付け、必ずし

も必要なもの（Bedarf）ではない”という言

われ方がするように(66)、現行法においても、

必要性を基準としてみれば、必ずしも主観的

担税力の斟酌が不十分である箇所が散見され

ることになるのである。 

以上のことを憲法論に基づけば、平等原則

を自由権的解釈・理解するということになる。

すなわち、担税力の計測を行う際には、平等

原則に基づき、税負担が公平に配分されるよ

うにすることが第一次的な作業であるとして

も、それに加えて、そうした作業を行う際に、

憲法価値（例、身体の不可侵性（基本法 2 条）

等）をも考慮することが租税立法者には求め

られることになるのである。これと先ほどの

必要性の議論を接合するのであれば、何らか

の疾病に基づき身体の健康が害された場合に

は、身体の回復に必要な治療を受けるために

必要である支出であれば、全額控除が認めら

れるべきである、ということになるのである。

これは、ドイツの学説で言うところの基本権

の“加考慮（Aufladung）”(67)である。すな

わち、基本権の価値を実現する租税制度を構

築することが基本権を援用することによって

はじめて可能になるのである。これが平等原

則に加えて、個々の基本権、とりわけ自由権

をも参照することによって租税制度を構築す

る際の基準とすることの意義である。した

がって、例えば、わが国の医療費控除を包摂

する臨時・特殊負担については、課税要件上

“甘受可能な（zumutbar）”な負担は自ら負

うことになり、控除が認められないこと(68)、

さらには同じく租税法上の担税力を減殺する

そうしたいくつかの私的支出の控除に係る金

額上の限定性(69)も必要性の観点、さらには基

本権の加考慮という視点から観察すると、制

度設計上の不合理性という批判の対象とはな

りうるものである。 

こうした必要性・基本権の加考慮という視

点は私的支出を課税所得計算上は現行法以上

に考慮することになるので、その点に限定し

てみれば、前叙の憲法理論的観点からも、さ

らには納税義務者にとって有利となるため、

実践的観点からも支持を獲得することは不可

能ではなかろう。しかし、やはりこうした必

要性指向には理論的観点からの批判が提起さ

れているのである。主として言及されるとこ

ろを見ると、私見も交えて敷衍するとなれば、

以下のようになる。それは、一に、必要性概

念の不明確性である(70)。これは、必要性に

よって、客観的にいかなる程度の私的支出が

基本権の価値を実現するのに必要であるのか

は一義的に明らかではない、ということであ

る。おそらくは、このことは、必要性に係る

論証不能による私的支出の考慮の拡張可能性

とでも言い換えることができよう。それに関

連して、二に、財政政策との関係がある(71)。

これは、私的支出の考慮が、例えば、所得控

除という形式でもってなされた場合には、現

行法と比較して多額になり、その結果税収の

喪失が生じることになるのである。三に、基

礎控除の水準が社会保障法上の給付水準に依

存することとなり、租税立法者の構築の自由

が失われるというものである(72)。租税法及び

社会保障法は相互に独立した法領域であるが、

同時に本稿の検討対象である調整も必要であ

る点に難点がある。Leibohm 氏の当該箇所の

記述によると、特に問題となるのが、社会保

障法上の給付水準が上昇することに伴い、基

礎控除額も同時に増額され、それをもって財

政難のもとにおける税収の喪失に繋がる点で

ある。これは租税政策のみならず、財政政策
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の観点からも回避すべきことである(73)。四に、

第一点及び第二点に関係するところではある

が、仮に、必要性の基準でもって、人的控除

の額が決定された場合に生じうる（過大な）

税収喪失は売上税増税をもってそれに対する

対応がなされる可能性があるということであ

る(74)。これは、主観的純所得課税原則を一層

実現する人的控除の拡充があったとしても、

売上税増税は、性質上それを相殺しうる措置

であろう。 

以上に見た必要性指向に係る理論的応酬に

対していかなる評価を与えるべきか。税収喪

失はともかく、第一点は実際的視点からすれ

ば極めて重要な反駁であって、つまり、必要

性指向の意義を失わしめかねないものである。

もちろん、租税法においては立法者の構築の

自由が承認される傾向にあり、それゆえ、か

ような反駁は成り立ちうるものであるけれど

も、それに対して一定の反批判を試みなけれ

ば、必要性指向から何らかの理論的示唆を得

ることはできない。そこで、一般論としては、

租税政策の形成においては、立法者の熟慮及

び省察が求められることになろうけれども、

それを具体的に担保する制度的基盤の提供は

なされるべきである。そこで本稿での検討か

ら手がかりを得ようと思えば、差し当たり、

例えば、基礎控除設定のあり方を参照すれば、

生存最低限報告書によるデータ検証に基づき

決定を行うということが考えられよう。 

 

(二) 租税法と社会保障法との調整 

―補完性原則を参照して― 

1 補完性原則の意義 

―租税政策論における含意― 

本稿は、租税法と社会保障法との調整につ

いて、補完性原則に着目して議論を試みたわ

けであるが、ここで改めて補完性原則に係る

租税政策上の含意を明らかにする作業を行う

こととしたい。 

補完性原則は処分不可能性に対するアンチ

テーゼとして提唱される傾向がある。既に述

べたように、処分不可能性という視点は、伝

統的租税理論から展開されてきたものではあ

るが、今日における財政システムと租税シス

テムとを統合的に捉えるという要請には応え

られるものではない。補完性原則はその点で

財政政策も見据えた租税政策の形成という枠

組みを提供してくれる。ところが、補完性原

則は処分不可能性のドグマを租税理論から

まったく放擲するものではないと考えられる。

ここで補完性原則と処分不可能性との関係と

いう問題提起を行うことができる。例えば、

ドイツにおける自由権的租税法理論の提唱者

である Paul Kirchhof 教授の議論を参考にす

るとその手がかりを得ることができる。所論

曰く「自己の職業活動及び私的に利用可能で

ある所有権に依拠する経済秩序においては、

個々人は自己の努力及び配慮を通じてその財

政需要をカバーする。・・・こうした財政秩序

は、国家の援助から距離を置き、そこから独

立して、自己の存在及び獲得を安定化しうる

そうした納税義務者に基づいている」(75)と述

べた後、さらに「自己の生存に必要なものを

カバーする所得は課税標準から控除されるべ

きであり、租税債務からではない。・・・つま

り、生存を安定化する所得は課税しえない財

産の流入であり、それとともに累進課税の開

始について正当化可能な根拠ではない」(76)

と続ける。まず、前段の引用文であるが、納

税義務者が自らの稼得した所得をもとに、生

活遂行を行うことが、財政秩序の前提である

ことが分かり、これは補完性原則が拠って立

つ人間像と同一であると言いうる。そして、

後段の引用文においては、そうした人間像を

実現するための租税制度として、所得税の局

面においては、必要不可欠な私的支出は課税

標準から控除することが言われる。これは、

言明の性質上処分不可能性のドグマとの接合

が可能である箇所である。すなわち、生存に

必要な財産は課税できない所得の流入である
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としているのであるから、そうした属性を持

つ所得は処分不可能であるということであろ

う。とするならば、補完性原則の基本思考に

よれば、処分不可能性のドグマは、自律的な

人間像を実現するための所得を課税により国

庫が吸い上げないということになり、上記の

点で両者は実は共通性を持つと言いうる。 

以上の検討結果を処分不可能性のドグマの

蘇生とみるべきであるか、という問題点につ

いては、筆者は結論を留保することとしたい

が、少なくとも、それに代えて補完性原則に

係る租税政策上の含意をいかなる点に見出す

べきであるのか、という問題をここで若干検

討することとしたい。この点筆者にとって差

し当たり言えることは補完性原則の複眼性思

考を挙げることができる。すなわち、やや強

引かもしれないが、処分不可能性を私的支出

の所得税法上の斟酌に当てはめると、性質上

その手段として所得控除しか現れない。なぜ

なら、処分不可能である部分につき、課税を

及ぼさないためには、それを課税所得計算上

あらかじめ除外する他ないからであり、その

ための手段は所得控除である。ところが、補

完性原則は生活遂行に必要な所得が一定程度

納税義務者のもとに残っていることがその本

質的意味内容であるから、そのための手段と

しては、所得控除にはじまり、税額控除、さ

らにはそうした各種控除と給付との組み合わ

せも考えられうる。また、前叙の租税政策と

社会保障政策との統合的把握も補完性原則が

もたらす思考であろう。 

なお、補完性原則に立っても、処分不可能

性に立っても、仮に所得控除という形態で課

税所得計算上の私的支出の考慮を行う場合に

は、高所得者に有利であるという累進課税に

よる所得課税の問題が生じる。本稿での検討

素材は、低所得者にとって実益のある問題で

あるため、高所得者に係る累進税率の恩恵に

ついては若干ではあるが改めて触れておくこ

ととしたい。この点、Paul Kirchhof 教授の

立場は参考になる。曰く、「累進段階に応じて

異なる負担軽減は―累進税率の裏返しとして

―累進税率の法効果である。もし、例えば、

事業者が工具を購入した場合、収益の多い事

業者は所得税を 1 マルクあたり 50 ペニヒ超

節約する。この反対に収益の多くない事業者

はわずかなペニヒを節約するか、又はまった

くそうではない。もし、納税義務者が 1 か月

を事業ではなく休暇に充てたならば、つまり

収入をあきらめたならば、同一のことが妥当

する。こうした事情を累進所得課税から除外

することは―租税特別措置に関するのと同じ

ように―累進税率による節税ではなく、課税

所得の欠如の効果である。累進課税は課税所

得というベースを欠いているのである。累進

課税は正当化されない。」(77)と。 この引用文

から読み取れる累進課税の問題点に係る示唆

は、以下のとおりである。低所得者が経済活

動を行わず、余暇を過ごしたとして、その余

暇時間に稼得可能であった所得は存在しない。

これは課税所得の計算上所得が存在せず、所

得控除を行ったことと同義になるかと言えば、

そうではない。これは所得控除の結果ではな

く、所得そのものが存在しないのである。と

するならば、上記の設例のもとで低所得者に

実質的に所得控除が適用された場合と同視し

うる状況は存在せず、換言すれば、低所得者

にとって高所得者と比して少ない所得に基づ

いて課税が行われることは所得控除の適用と

はみなしえないのである。したがって、累進

税率による税負担の歪曲は残されたままであ

る。これによれば、所得控除に代えて、税額

控除の可能性もありえるであろう。そして、

税額控除は処分不可能性のドグマからは導出

されえず、補完性原則をもってはじめて可能

になることは既に論証したとおりである。さ

らには、累進税率に代えて、比例税率を所得

税法において採用する途も選択肢かもしれな

いが、詳細な検討は別稿にて行う。 
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2 法秩序の統一性―補完性原則の貫徹？― 

ここで、本稿で検討した補完性原則につい

て、それを貫徹させる途を探ることとする。

この補完性原則の貫徹(78)という作業により、

租税法と社会保障法との調整を行うことが可

能になりうる。その際に着目すべき基礎概念

としてドイツ租税法学において展開される法

秩序の統一性を挙げることとしたい。 

本稿で検討した必要性指向については、学

説の指摘に拠れば、それを指向する純額を基

準とすべきであるとされるのであり(79)、具体

的には、当該額について、租税法においては

非課税、社会保障法においては給付を行う必

要があるのである。ここで、上記の両者間で

調整を行うということは、租税法においても、

社会保障法においても、当該額が納税義務者

の手元に残されている状況が創出されねばな

らないことを意味する。かような状況が創出

されたのであれば、そこには法秩序の統一性

があると換言可能である。すなわち、ここで

法秩序の統一性とは、「異なる法領域の規律は、

そうした法領域につき横断的に作用する唯一

の基本的価値付けに関わる。それは、特に、

憲法上の基本的価値付けである。“法秩序の価

値の統一性”は、社会保障法上の必要性の原

則が租税法上の応能負担原則の反射像として

ある限り、租税法と社会保障法との関係を刻

印付ける。したがって、立法者は、特に、租

税法におけるのと同じように社会保障法上も

憲法上の生存最低限の保障を義務付けられる。

その際、社会保障法を超える租税法上の生存

最低限は社会保障法においても妥当する基本

的価値付けを満足する」(80)という言われた方

で表現されるのである。上記の言明は、端的

には、租税法上の非課税と社会保障法上の給

付との間で、形式的に両者が同一額であるこ

とを求めるのではなく、むしろ、前者が後者

を上回ることによって調整がなされることを

示唆するがごときものである。したがって、

補完性原則は租税法学上の法秩序の統一性と

いう言明によってもその意味内容が充足可能

なものと言えるのであり、これは両者の摩擦

なき接合と言えるであろう。また以上の引用

文に従えば、むしろ法秩序の統一性が補完性

原則の意味内容の実現を要請しているとすら

言えるのかもしれない。 

以上のようなドイツの学説を敷衍すれば、

確かに、租税法と社会保障法との調整は理論

的には十分に可能である。しかし、社会保障

法制に係る立法者の裁量については着目すべ

きである。すなわち、社会保障法制に係る立

法者の裁量が租税立法にも及ばないか、とい

う問題提起は可能であって、具体的には、社

会保障給付の減額がなされた場合には、それ

が法秩序の統一性を介して、例えば、基礎控

除の減額という形態を採りつつ租税立法にも

及ぶ可能性があると言えよう。この点をいか

にして解すべきかであるが、確かに、基礎控

除の額が社会保障給付の額を上回っているこ

とによって、補完性原則はなお充足されてい

るとも解しうる。しかし、基礎控除の額が不

十分となれば、そもそも補完性原則の背後に

ある自律した個人像が実現できなくなる可能

性すらあろう。そこで、社会保障法と租税法

は同位であり(81)、さらに社会保障給付の低下

があった場合には、それに対応して非課税も

引き下げるのではなく、そもそも社会保障給

付の低下を是正するべきであると解するのが

目下のところの採りうる立場ではないかと考

える(82)。すなわち、法秩序の統一性を形式的

に捉えるのではなく、むしろ補完性原則に言

うところの自律した個人像を基準とし、そう

した自律した個人像を実現するように租税法

と社会保障法との間の調整が行われるべきで

あると考えねばならない。 
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